
平成29年度災害廃棄物
処理計画策定モデル事業

（近畿ブロック）の結果概要

平成30年２月

近畿地方環境事務所 廃棄物・リサイクル対策課
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西播磨地域
（兵庫県）上郡町・佐用町・にしはりま環境事務組合

＜対象地域の特徴＞

① 西播磨地域は、台風・風水害による堤防の決壊等による被害を繰り返し受けており、平成16
年台風第21号、平成21年台風第9号による豪雨災害では、千種川及び佐用川を中心に多く
の家屋が被災

② 山崎断層帯が位置し、新耐震基準が導入される以前の農家が多く、家屋倒壊などの被害や、
空家等の問題を懸念

＜個別事項 ◎災害廃棄物処理計画に記載することが考えられる事項の抽出・作成＞

① 災害廃棄物処理計画の構成案作成

② 空家処理の事前対策、応急対策上の留意点整理



モデル事業の対象地域・実施項目

１ 災害廃棄物処理計画策定モデル事業 ・・・５地域

「災害廃棄物処理計画」を策定する予定がある地域をモデル地域として選定し、災害廃棄物発生量の推計や効果的な仮置場の運用等

に係る調査・検討を通じて、府県、市町村、一部事務組合による災害時の廃棄物処理に着目した実効性の高い「災害廃棄物処理計画」の

策定を支援する。５地域に共通する事項と、５地域の個別検討事項について調査・検討を行った。
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淡路地域
（兵庫県）洲本市・南あわじ市・淡路
市・淡路広域行政事務組合

西播磨地域
（兵庫県）上郡町・佐用町・にし
はりま環境事務組合

泉南地域
（大阪府）泉南市・阪南市・泉
南清掃事務組合

乙訓地域
（京都府）向日市、長岡京市、
大山崎町、乙訓環境衛生組合

丹後地域
（京都府）宮津市、伊根町、与
謝野町、宮津与謝環境組合

①南海トラフ巨大地震による被
害想定において、兵庫県下
で最大級の被害が予想。平
成25年淡路島地震の発生時

は、洲本市において大量の
廃棄物が発生

②島内には可燃ごみの焼却施
設や不燃ごみの処理施設が
あるが、大量の災害廃棄物
が発生した場合、陸上輸送、
海上輸送による島外処理の
可能性

①西播磨地域は、台風・風水
害による堤防の決壊等によ
る被害を繰り返し受けており、
平成16年台風第21号、平成
21年台風第9号による豪雨災

害では、千種川及び佐用川
を中心に多くの家屋が被災

②山崎断層帯が位置し、新耐
震基準が導入される以前の
農家が多く、家屋倒壊などの
被害や、空家等の問題を懸
念

①泉南地域は海岸沿いや山地
で宅地開発が進んでおり、津
波被害、河川での水害が懸
念

②両市は直営収集を行ってお
り、一般廃棄物処理施設は、
両市で構成される泉南清掃
事務組合が管理

①乙訓地域は、東西を山と川
に挟まれており、平成25年台
風第18号による暴風雨では、

全国初の特別警報（大雨）が
適用

②同地域の主要な活断層は有
馬-高槻断層帯など

①丹後地域は、平成16年台風
第23号による記録的な豪雨

では、宮津市や与謝野町に
おいて広範囲の冠水による
水害が発生し、大量の災害
廃棄物が発生

②日本三景の天橋立や伊根
の舟屋など、沿岸部の観光
地で津波が発生した場合に
観光業に大きく影響する可
能性

対
象
地
域
の
特
徴

◎島外も含めた災害廃
棄物の広域的な処理に
係る検討

・島外搬出に必要な事項
の整理

・広域連携に係る標準的
な手順のとりまとめ

◎災害廃棄物処理計画
に記載することが考え
られる事項の抽出・作
成

・災害廃棄物処理計画の
構成案作成

・空家処理の事前対策、
応急対策上の留意点
整理

◎災害廃棄物処理に係
る技術的事項の検討

・集積場の排出・分別
・災害廃棄物の収集運搬

・収集運搬に係る運営管
理

・搬入時のルート確保

・一般廃棄物処理施設の
運用

◎災害廃棄物の処理手
順に係る検討

・処理手順の時系列の整
理

・広域連携の標準的な手
順、受援を行う際に必
要な事項の整理

◎津波堆積物の発生量
の推計

・津波堆積物の発生量の
推計

・津波堆積物による観光
地への影響の把握

個
別
事
項

調
査
事
項 ◆地震災害、風水害の災害廃棄物等発生量の推計、◆し尿の推計、◆避難所ご

みの推計、◆片付けごみの推計（試算）
災害廃棄物及びし尿の発生量の推計

共
通
事
項

◆一般廃棄物処理施設の処理能力、◆災害廃棄物処理可能量の検討災害廃棄物の処理可能量の検討

◆仮置場の必要面積の推計、◆仮置場の理想的な配置仮置場の面積の推計及び仮置場の理想的な配置に
係る検討

◆各３回実施（第３回は合同開催）ワーキンググループの開催及び意見交換



【考え方】
災害廃棄物発生量＝建物被害棟数（棟）×発生原単位（t／棟）×種類別割合
し尿発生量＝仮設トイレ需要者数×し尿の1人1日平均排出量×収集間隔日数
避難所ごみ＝避難者数×ごみ発生原単位
片付けごみ（試算）＝被災世帯数×発生原単位
【結果】
災害廃棄物：約6万ﾄﾝ（山崎断層帯地震（主部北西部））、 約11万トン（水害）
し尿：約0.2万L/日（山崎断層帯地震（主部北西部））
避難所ごみ：約0.9トン／日（山崎断層帯地震（主部北西部））
片付けごみ（試算）：約0.02～0.2万トン（山崎断層帯地震（主部北西部））、約2万
トン（水害）

事業結果の概要（計画策定：西播磨地域）

○発生量（災害廃棄物・し尿等）
○処理可能量
○仮置場面積、仮置場のレイアウト

○災害廃棄物処理計画に記載することが
考えられる事項の抽出・作成

災害廃棄物・し尿等の発生量の推計

モデル事業の対象

○対象とする災害
・地震：山崎断層帯地震（主部北西部）（右図）

全壊棟数：約210棟
・風水害：兵庫県の洪水浸水想定をもとに推計 全壊棟数：約540棟

被害想定

山崎断層帯地震（主部北西部）の
震度分布

災害廃棄物処理計画の策定を目指し、上郡町・佐用町・にしはりま環境事務組合を対象としてモデル事業
を実施した。

災害廃棄物の処理可能量の検討

【考え方】
◎焼却施設
［指針］処理可能量（t／3年）＝年間処理量（実績）×分担率

［最大利用方式］処理可能量＝災害時対応余力×年間稼働日数×年間稼働率
（1年目）＋災害時対応余力×年間稼働日数×２（2～3年目）

◎最終処分場
［指針］埋立処分可能量（t／2.7年）＝年間埋立処理量（実績）×分担率
［最大利用方式］10年後残余容量＝残余容量－年間埋立容量×10年

【結果】

破砕選別後の災害廃棄物の搬出先【山崎断層帯地震（主部北西部）】

災害廃棄物処理フロー【山崎断層帯地震（主部北西部）】

上郡町

佐用町

3

災害時対応余力 【広域処理等】
〔焼却施設〕 ⑩　0.0千t

上郡町 0.2千t 10 .8千t にしはりまｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ =➀-⑦
佐用町 10.6千t ⑦　10.8千t 全廃棄物量の0.0%※

18.0% 可燃物➀の100.0% =⑩/（⑥+⑧）
処理、処分率
全廃棄物量の17.3%※

上郡町 0.3千t 10 .9千t =⑦/（⑥+⑧）

佐用町 10.6千t

18.1% セメント工場で全量処理
焼却灰

⑧　2.2千t
上郡町 0.7千t 31 .3千t 焼却量⑦の20%
佐用町 30.6千t

51.9%

【広域処理等】

災害時対応余力 ⑪　0.0千t
上郡町 0.1千t 3 .2千t 〔最終処分場〕 =②-⑨
佐用町 3.2千t 最終処分場〔上郡町〕 全廃棄物量の0.0%※

5.4% 最終処分場〔佐用町〕 =⑪/（⑥+⑧）

⑨　10.9千t
上郡町 0.1千t 4 .0千t 不燃物②の100.0%
佐用町 3.9千t 処理、処分率

6.6% 全廃棄物量の17.5%※
=⑨/（⑥+⑧）

上郡町 1.3千t 60 .2千t 【リサイクル】
佐用町 58.9千t ⑫　38.5千t

100.0% =③+④+⑤
全廃棄物量の61.7%※

=⑫/（⑥+⑧）

県内・県外施設での
広域処理

要検討

産業廃棄物処理施設

仮設処理施設

県内・県外施設での
広域処理

産業廃棄物処理施設

破砕選別後の廃棄物組成 一般廃棄物処理施設

被
　
　
災
　
　
現
　
　
場

仮
　
　
置
　
　
場

➀可燃物

②不燃物

③コンクリートがら

④柱角材

⑤金属

合計（⑥＝Σ➀～⑤）

※処理施設搬出後の
　 全廃棄物量=⑥+⑧



・下図は、佐用町で作成した仮置場のレイアウト案
・仮置き場面積は、1,000㎡以上の土地を想定し、使用する土地の面積に合

わせ、レイアウトを拡大・縮小し使用する。

仮置場のレイアウト案災害廃棄物の最大仮置量の試算

A B C

被災現場 解体期間（年） 1.0 1.5 2.0 初期準備期間を含む

処理期間（年） 1.5 2.0 2.5 初期準備期間を含む

最大仮置量 38% 27% 21%

処理期間（年） 2.5 2.5 2.5 撤去等の期間を含む

最大仮置量 59% 38% 17%

一次仮置場

二次仮置場

パターン
備考

一次仮置場・二次仮置場の最大仮置量

一次仮置場処理期間（準備期間含む）を(A)1.5年、(B)2年、(C)2.5年の3ﾊﾟﾀｰﾝ
で試算した災害廃棄物の仮置量は下表のとおり

【試算方法】
（１）一次仮置場必要面積

＝（a＋①余裕幅）2

①余裕幅：5m
②仮置量

＝（a2+ab+b2)×1/3×高さ
③仮置場高：5m
④法面勾配：1：1
⑤災害廃棄物等（混合状態）

の見かけ比重：1.0トン/m3

（２）二次仮置場必要面積

仮設の混合物処理施設を設置し
て3年間での処理を想定し、災害廃

棄物量から下表に基づいて必要な
ユニット面積を算出した

仮置場面積の試算

一次仮置場面積試算の概念図

タイプ ha/unit 処理量（t/日） 処理量平均（t/日） 

固定式 4.0 300 ～1,200 750 

移動式 4.5 140 ～570 355 

 

【試算結果】

環境省が示す方法（災害廃棄物対策指針技術資料に示される算出方法）によ
る試算結果と、本モデル事業による試算結果※の比較は下表のとおり
※一次仮置場処理期間（準備期間含む）を(A)1.5年、(B)2年、(C)2.5年の3ﾊﾟﾀｰ

ﾝで計算

混合物処理施設のユニット面積と処理量

出典：「第6回 大規模災害発生時における災害廃
棄物対策検討会資料」

仮置場必要面積の試算結果

一次仮置場レイアウト案 4



・対象地域の災害特性を踏まえ、他自治体事例を参考にして、災害廃棄物
処理計画の目次構成案を作成

災害廃棄物処理計画の構成案作成

・対象地域の空家分布を整理し、空家の廃棄物処理に係る留意点について、
事前対策と応急対策の留意点を整理

空家処理の事前対策、応急対策上の留意点整理

廃棄物処理に係る空家の対策

目次構成案［部分］

町が独自に作成する項目

災害廃棄物処理計画に記載することが考えられる事項の
抽出・作成

・災害廃棄物処理計画の目次構成案のうち、町が独自に作成する必要のある
項目を抽出し、事例をもとに標準的な記載内容を整理

【事前対策】

【応急対策】
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[参 考]
個別事項の検討内容
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西播磨地域（p57）
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◎災害廃棄物処理計画への記載想定事項の抽出・作成
◆災害廃棄物処理計画の目次構成案作成

▼ 目次構成案作成方針

作成方針 概要 

①兵庫県災害廃棄物処理計画

（案）をもとにした目次構成

の作成 

・市町村は、県が実施する項目のうち市町村に関連がある

項目について県と共同し実施する必要がある。 

・そのため、県計画のうち対象地域に関連のある項目につ

いて目次構成案として記載した。 

②対象地域と人口規模が同程

度もしくは山間部に立地す

る自治体の処理計画目次構

成をもとにした追記 

・県計画に記載のない項目のうち、他自治体の事例から、

複数の自治体で共通して記載のある項目を抽出し、特

に町が独自に行うべき項目について目次構成案として

追記した。 

③風水害による災害廃棄物対

策項目の追加 

・対象地域では過去に発生した風水害により、大きな被害

を受けた経験がある。 

・そのため、地震に加え特に対策を検討すべき項目とし

て、風水害による災害廃棄物処理対策項目を追加した。 

 



西播磨地域（p58,59）
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◎災害廃棄物処理計画への記載想定事項の抽出・作成
◆災害廃棄物処理計画の目次構成案作成

▼ 対象地域目次構成案
目次項目 概要 計画作成方針 

第 1 章 基本的事項 

1-1 目的 災害廃棄物処理計画の策定目的 

県計画をもとに記載 

1-2 本計画の位置付け 法律等による計画の位置づけ 

1-3 対象とする災害 計画内で対象とする災害 

1-4 災害廃棄物の特徴 地震災害による廃棄物の特徴 

1-5 対象とする災害廃棄物 計画内で対象とする廃棄物 

1-6 計画の基本的な考え方 災害廃棄物処理計画の基本概要 

 (1) 基本的な考え方 災害廃棄物処理の基本概要 

 (2) 処理期間 災害廃棄物の処理実施期間 

 (3) 分別 分別に関する基本概要 

 (4) 仮置場 仮置場に関する基本概要 

 (5) 倒壊家屋の解体 倒壊家屋の解体に関する基本概要 

1-7 災害廃棄物処理方針の決定 

（主な事項） 

災害廃棄物の処理先、処理スケジュー

ル 

1-8 広域処理体制 被災時の広域処理体制 

第 2 章 災害廃棄物処理の組織体制 

2-1 組織体制 
地域防災計画による町災害対策本部、

災害廃棄物処理体制 

町地域防災計画等をも

とに記載 

2-2 情報収集・連絡体制 

 (1) 被害情報の収集 
庁内での情報収集体制、被害情報の収

集内容・方法について記載 

 (2) 県との情報共有 
県との被害情報の共有方法、内容につ

いて記載 

 (3) 住民への広報 住民への広報内容、方法について記載 
5.1.2(2)⑤住民への広

報をもとに記載 

2-3 協力・受援体制 

 (1) 町及び県の役割 
平常時・発災時の町と県の役割につい

て記載 
県計画をもとに記載 

 (2) 協力・支援の調整 県との連携体制について記載 
5.1.2(2)①協力・支援

の調整をもとに記載 

 (3) 広域処理体制 
近隣市町村との各種協定に伴う広域処

理体制 

5.1.2(2)②広域処理体

制をもとに記載 

 
(4) (公財)ひょうご環境創造協

会の活用 

県が主導する(公財)ひょうご環境創造

協会への業務委託について記載 
県計画をもとに記載 

 (5) 民間事業者との連携 
町が独自に締結する民間事業者との協

定等に伴う連携体制について記載 

5.1.2(2)③民間事業者

との連携をもとに記載

第 3 章 災害廃棄物処理 

3-1 仮設トイレ等し尿処理及び避難所ごみ 

 (1) し尿処理需要量 し尿処理需要量について記載 2 章 2.3 をもとに記載

 (2) 仮設トイレ必要基数 
県計画の算出方法をもとにした、仮設

トイレ必要基数について記載 
県計画をもとに記載 

 (3) 避難所ごみ 避難所ごみの発生量について記載 2 章 2.4 をもとに記載

3-2 災害廃棄物処理 

 (1) 災害廃棄物発生量の推計 
地震被害想定結果による災害廃棄物発

生量の推計結果について記載 
2 章 2.2 をもとに記載

 (2) 分別 災害廃棄物の分別区分について記載 県計画をもとに記載 

 (3) 仮置場の選定・設置 
仮置場の設置時期、候補地、必要面

積、配置計画について記載 

・県計画もとに記載 

・候補地、必要面積、

配置計画（レイアウ

ト案）は 4 章で検討

済み 

 (4) 収集・運搬 
発災時の収集運搬体制、公有・民有の

運搬車両台数について記載 

5.1.2(2)④収集運搬を

もとに記載 

 (5) 倒壊家屋の解体・撤去 被災家屋の公費解体について記載 県計画をもとに記載 

 (6) 空家等対策 
災害による空家倒壊に伴う手続等につ

いて記載 
5.2.2 をもとに記載 
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◎災害廃棄物処理計画への記載想定事項の抽出・作成
◆空家処理の事前対策、応急対策上の留意点整理

▼ 山崎断層帯地震（主部北西部）震度分布に
含まれる空家棟数 ［上郡町］

▼ 洪水浸水想定区域に
含まれる空家棟数 ［上郡町］
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◎災害廃棄物処理計画への記載想定事項の抽出・作成
◆空家処理の事前対策、応急対策上の留意点整理

▼ 空家への事前対策（案）

▲ 司法書士への業務委託フロー（事前準備）

▼ 空家の応急対策（案）
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◎災害廃棄物処理計画への記載想定事項の抽出・作成
◆空家処理の事前対策、応急対策上の留意点整理

▲ 熊本地震による空家の取り扱いフロー

▲ 司法書士への業務委託フロー（実務）


